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 1 検索を開始・終了するには？ 
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1. 検索を開始・終了するには？ 

1.1 検索を開始する(申請者情報を入力する) 

① 留意事項を確認し、「同意する」ボタンを押し

ます。 

 

 

  

 

② 利用方法選択画面で「申請者情報を入力する」

ボタンを押します。 

 

 

 

③ 住所、会社名、氏名、電話番号、発券番号を

入力します。 

以下項目は入力必須です 

⇒住所、氏名、電話番号、発券番号 

④ 申請ボタンを押します。 

 

  

 

⑤ 利用上の注意を確認し「はい」ボタンを押しま

す。 

  

 

1 

3 

4 

5 

2 
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⑥ セルフ検索システムでの検索を開始できます。   

 
 

1.2 検索を開始する(申請者 ID を入力する) 

① 留意事項を確認し、「同意する」ボタンを押し

ます。 

 

  

 

② 利用方法選択画面で「申請者 ID を入力する」

ボタンを押します。 

 

 

 

③ 申請者 ID、発券番号を入力します。 

以下項目は入力必須です 

⇒申請者 ID、発券番号 

※申請者 ID は、e-KAWASAKI で登録された利用

者 ID(メールアドレス)になります。 

 

④ 申請ボタンを押します。 

 

   

 

1 

3 

4 

2 
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⑤ 利用上の注意を確認し「はい」ボタンを押しま

す。 

  

 

⑥ セルフ検索システムでの検索を開始できます。  

 
 

1.3 検索を終了する(システム利用を終了しログアウトする) 

 ※当操作は申請を行わず、システム利用を終了する操

作となります。入力された利用者情報は破棄されロ

グアウト状態となります。 

① 各画面左下に配置されている「おわる」ボタン

を押します。 

  
 ○(例)地図画面から終了する場合 

 
 

② 「はい」ボタンを押します。 

 

 

  

 

1 

2 

5 
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③ 初期画面に戻ります。  

 
 



 2 住所で検索するには？ 
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2. 住所で検索するには？ 

本章では、住所で物件を検索し、申請対象リストに追加する方法を説明します。 

申請対象リストに追加した物件の書類を申請するには、「4.書類を申請するには？」を参照ください。 

2.1 住所で検索する 

① 検索方法を選択する画面で、「地図で検索する」

ボタンを押します。 

 

 

 

  

 

② 区を選択します。  

 

③ 町名の頭文字を選択します。 

 存在する町名の頭文字のみ選択可能です。 

 

 

④ 町名を選択します。 

 

 

 

2 

3 

4 

1 
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⑤ 番地を入力し「地図表示」ボタンを押します。 
 

 

⑥ 選択した位置の地図が表示されます。 
 

 
 

 

  

5 



 2 住所で検索するには？ 
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2.2 概要書/開発登録簿/証明書/位置指定道路図/認定計画書

のプレビューを表示する 

① 「建築物」「開発行為」「宅地造成」「旧事業

法」「位置指定道路」「一団地認定」から対象

を選択します。 

② 地図上で図形を選択し、「○○○プレビュー」

ボタンを押します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ボタン名は、①で選択した対象によって変わ

ります。 

○「建築物」の場合 

 

○「開発行為」の場合 

 

○「宅地造成」「旧事業法」の場合 

 

○「位置指定道路」の場合 

 

○「一団地認定」の場合 

 

選択

1 

2 

図形が近接した箇所を選択した場合、近接す

る図形がリスト表示されます。 

 

リストで行を選択し「OK」ボタンを押すと、

該当する図形が選択状態になります。 

 



2 住所で検索するには？ 
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③ プレビュー画面が表示されます。  

 

 「開発行為」「宅地造成」「旧事業法」の場合、

申請対象リストに追加済の物件を選択すること

で、プレビュー画面を表示することができま

す。 

 

 
 

 
 

 
  

選択 

選択 



 2 住所で検索するには？ 
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2.3 詳細情報を確認する 

① 「建築物」「位置指定道路」から対象を選択し

ます。 

② 地図上で図形を選択し、「詳細情報を表示」ボ

タンを押します。 

 「詳細情報を表示」ボタンは、「建築物」「位置

指定道路」の場合のみ利用可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 詳細情報ダイアログが表示されます。  

 
 

選択 

1 

2 



2 住所で検索するには？ 
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2.4 申請対象リストに物件を追加する 

① 「建築物」「開発行為」「宅地造成」「旧事業

法」「位置指定道路」から対象を選択します。 

② 地図上で図形を選択し、「対象リストに追加」

ボタンを押します。 

 「一団地認定」は閲覧のみの為、「対象リストに

追加」ボタンは利用不可です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 選択した図形の番号が申請対象リストに追加

されます。 

 「建築物」「開発行為」「宅地造成」「旧事業法」

「位置指定道路」それぞれ、5 件までリストに追

加可能です。 

 該当する物件の書類が存在しない場合は、申請対

象リストに追加できません。 

 

 

 

 
 

選択 

1 

2 
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2.5 申請対象リストに同一物件を追加する 

① 「建築物」「開発行為」「宅地造成」「旧事業

法」「位置指定道路」から対象を選択します。 

 

② 申請対象リストに追加済の物件を地図上で再

選択し、「対象リストに追加」ボタンを押しま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 確認ダイアログの「はい」ボタンを押します。 

 

 

 

 

 

④ 同一物件が申請対象リストに追加されます。 

 

 

 

 

選択 

1 

2 

3 



2 住所で検索するには？ 
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2.6 申請対象リストから物件を削除する 

① 申請対象リストから削除する物件の番号を選

択します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 「削除」ボタンを押すと、申請対象リストから

物件が削除されます。 

 

 

 

  

 

 

1 

2 



 2 住所で検索するには？ 
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2.7 申請対象リストに追加済の物件の位置を地図表示する 

① 申請対象リストから地図表示したい物件の番

号を選択します。 

 

 

 

  

 

② 「地図表示」ボタンを押します。 

 

 

 

③ 選択した物件の図形が、地図の中心位置に表示

されます。 

 

 
 

対象物件が選択され

地図の中心に表示さ

れます。 

1 

2 



3 キーワードで検索するには？ 
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3. キーワードで検索するには？ 

本章では、キーワードで物件を検索し、申請対象リストに追加する方法を説明します。 

申請対象リストに追加した物件の書類を申請するには、「4.書類を申請するには？」を参照ください。 

3.1 建築計画概要書をキーワードで検索する 

① 検索方法を選択する画面で、「キーワードで検

索する[建築計画概要書]」ボタンを押します。 

 「建築確認」の情報のみ検索可能です。「開発行

為」「宅地造成」「旧事業法」「位置指定道路」

「一団地認定」の情報は検索できません。 

 建築物について、昭和 46 年 1 月 1 日より前に建

築確認申請を行った物件はキーワードで検索す

る必要があります。 
 

 

  

 

② 検索条件を入力し、「検索」ボタンを押します。 

③ 条件に該当する物件が一覧表示されます。 

※検索条件にいれた言葉を含む物件を検索しま 

す。 

※英数字にいては大文字・小文字、全角・半角に関 

係なく検索が行われます。 

  ※建築主氏名のみの検索はできません。 

 

 

 

 

3.2 建築計画概要書のプレビューを表示する 

① 確認する物件の行を選択し、「概要書プレ

ビュー」ボタンを押します。 

 「概要書プレビュー」ボタンは、申請種別が「建

築物」の場合のみ使用可能です。「工作物」「昇

降機」の場合は、使用できません。 

 
 

1 

2 

1 

行を選択 



 3 キーワードで検索するには？ 
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② プレビュー画面が表示されます。 

 

 

 
 

 

3.3 詳細情報を確認する(建築物・工作物・昇降機) 

① 確認する物件の行を選択し、「詳細情報を表示」

ボタンを押します。 

 

② 詳細情報ダイアログが表示されます。 

 

 

 
 

3.4 申請対象リストに物件を追加する(建築物・工作物・昇降機) 

① 確認する物件の行を選択し、「対象リストに追

加」ボタンを押します。 

 

 

1 

1 



3 キーワードで検索するには？ 
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② 選択した行の受付番号が申請対象リストに追

加されます。 

 5 件までリストに追加可能です。 

 

 

 

 

 
 

3.5 申請対象リストに同一物件を追加する(建築物・工作物・昇降機) 

① 申請対象リストに追加済の物件の行を選択し、

「対象リストに追加」ボタンを押します。 

 

 

② 確認ダイアログの「はい」ボタンを押します。 

 

 

 

 

 

 

③ 同一物件が申請対象リストに追加されます。 

 

 

 

 

 

1 

2 
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17 

3.6 申請対象リストから物件を削除する(建築物・工作物・昇降機) 

「4.5  

④ 同一物件が申請対象リストに追加されます。 

 

 

 

 
申請対象リストから物件を削除する」を参照ください。 

  



3 キーワードで検索するには？ 
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3.7 定期報告概要書をキーワードで検索する 

① 検索方法を選択する画面で、「キーワードで検

索する[定期報告概要書]」ボタンを押します。 

 「定期報告概要書」のみ検索可能です。 

 

  

 

② 検索条件を入力し、「検索」ボタンを押します。 

③ 条件に該当する物件が一覧表示されます。 

※検索条件に入力した言葉を含む物件を検索しま 

す。 

※英数字については大文字・小文字、全角・半角に 

関係なく検索が行われます。 

   

 

 
 

3.8 定期報告概要書のプレビューを表示する 

① 確認する物件の行を選択し、「概要書プレ

ビュー」ボタンを押します。 
 

 
 

  

 

② 確認する物件の行を選択し、「概要書プレビュ

ー」ボタンを押します。 
 

 

 

 

1 

2 

1 

行を選択 



 3 キーワードで検索するには？ 
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3.9 定期報告概要書の詳細情報を確認する 

① 確認する物件の行を選択し、「詳細情報を表示」

ボタンを押します。 

 

② 詳細情報ダイアログが表示されます。 

 

 

 
 

3.10 申請対象リストに物件を追加する(定期報告概要書) 

① 確認する物件の行を選択し、「対象リストに追

加」ボタンを押します。 

 

 

② 選択した行の分類、建築名、概要書番号と報告

日が申請対象リストに追加されます。 

 10 件までリストに追加可能です。 

 

 

 

 

 
 

1 

1 



3 キーワードで検索するには？ 
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3.11 申請対象リストに同一物件を追加する(定期報告概要書) 

① 申請対象リストに追加済の物件の行を選択し、

「対象リストに追加」ボタンを押します。 

 

 

② 確認ダイアログの「はい」ボタンを押します。 

 

 

 

 

 
 

③ 同一物件が申請対象リストに追加されます。 

 

 

 

 

 
 

3.12 申請対象リストから物件を削除する(定期報告概要書) 

① 申請対象リストから削除する物件の定期報告

概要書情報を選択します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

1 
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② 詳細情報画面が表示されるので「削除」ボタン

を押すと、申請対象リストから物件が削除され

ます。 

 

 

 

 

 
  

 

 

2 



4 書類を申請するには？ 
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4. 書類を申請するには？ 

申請対象リストに追加した物件について、必要な書類を選択し申請します。 

書類を申請するには、以下の操作を行います。 

申請した書類を印刷するには、「5.書類を申請するには？」を参照ください。 

 

4.1 書類を申請する 

① 「申請確認画面へ」ボタンを押します。 

 

 ○地図検索画面の場合 

 

○キーワード検索画面の場合 

 

○その他画面の場合 

 

1 

1 

1 



 4 書類を申請するには？ 
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② 必要な書類を選択します。 

③ 「次の申請画面へ」ボタンを押します。 

 

※以下のように「概要書なし」「開発登録簿な

し」と表示されている場合は実際に該当のファ

イルがない為、申請は行えません。 

   

  

 

 
 

 

④ 申請内容を確認し、「はい」を押します。 
 

 

クリック 

2 

3 

4 



4 書類を申請するには？ 
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⑤ 「開発行為」「宅地造成」「旧事業法」「定期

報告」「位置指定道路」それぞれで、②～④を

繰り返します。 

 対象リストに 1 件も物件が追加されていない業

務(「建築確認」「開発行為」「宅地造成」「旧事

業法」「定期報告」「位置指定道路」)の画面は表

示されません。 

 

⑥ 確認完了後、「申請」ボタンを押します。 

 ○「開発行為」の場合 

 

○「宅地造成」の場合 

 

○「旧事業法」の場合 

 
○「位置指定道路」の場合 
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○「定期報告」の場合 

 
 

⑦ 最終確認を行い、「OK」ボタンを押します。 
  

 
7 

6 



5 申請した書類を印刷するには？ 
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5. 申請した書類を印刷するには？ 

本章では、申請した書類を印刷する方法を説明します。 

 

5.1 申請した書類を課金印刷する 

① 最終確認を行い、「OK」ボタンを押します。 

 

 

 

 

② 印刷準備中のメッセージが表示されます。 

 

③ 表示された課金画面の料金を確認し、課金機に

料金を投入する。 

 

④ 「印刷開始」ボタンを押します。 

 

 

 
 

 

⑤ 印刷が完了すると、全件中何件目の印刷が完了

したメッセージが表示されます。 

 

⑥ 次の書類を印刷する。 

 

 

 

1 

4 



 5 申請した書類を印刷するには？ 
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⑦ 申請した書類全ての印刷が完了すると、領収書

(レシート)を発行する。 

 

 

 
 

⑧ 領収書(レシート)の発行後、完了画面を表示さ

れます。 

 

⑨ 数秒後、自動ログアウトし、初期画面に戻りま

す。 

 

 

 
 

 
 

5.2 申請した書類を申請取消する 

① 最終確認を行い、「OK」ボタンを押します。 

 

 

 

 

1 



5 申請した書類を印刷するには？ 
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② 印刷準備中のメッセージが表示されます。 

 

③ 表示された課金画面の「申請取消」ボタンを押

します。 

 

④ 「はい」ボタンを押します。 

 

 

 

 
 

 
 

 

⑤ 申請された書類を申請取消して、初期画面に戻

ります。 

 

 

 

3 

4 



 6 特記事項 
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6. 特記事項 

利用時間制限について 

タッチパネルシステムには、利用時間制限があります。設定された時間を経過すると、警告ダイアログ

が表示されます。 

ただし、警告ダイアログ表示後もシステムの継続利用は可能です。 

 

無操作時間経過後の自動終了について 

無操作時間が続くと、自動ログアウトし、利用規約画面に戻ります。その際、入力した申請者情報・

申請対象リストの内容は消去されますのでご注意ください。 

 

 

 


